
様式第一号(ー)

金沢市長

(第九条、第二十条及び第二十七条関係)
(第 1面)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)

令和 6年7月29Π

ボリ塩化ビフニニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項(法第巧条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。)
の規定に基づき、令和 6年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1.ポリ塩化ビフェニノレ廃棄物について

殿

金沢市役所
令和 6,フ,23

ご減第
受付

保管事業場の名称

保管事業場の所在地

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

保管の場所

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

マホーエ業株式会社幸町ビル

石川県金沢市幸町3-36

番号

6F 機械室

廃棄物の種類

コンプ'ン→ナ、トー

B昭以上)

定格

容量

届出者
住所

氏名

電話番号

代表取締役

廃棄物の型式等

製造者名

30 KVA 松下電器産業

玉十嵐亮

型式

石川県七尾市石崎町ヨ部10番
マホーエ業株式会社
代表取締役五十嵐亮
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

0767-62-2312

製造午月

MH-A

麦示記号

等

S48.3 ?024.フ

量

総重量
〔1台当たり

重量X台数)

電話番号

濃度
区分

30.0

0767-62-2312

地

容器の

性状

低濃度

保管の状況

プラス

チック

容器

囲い等
の有無

分別・

混在の
別

囲い

無、掲
示有

漏れ等の
おそれ

分別

処理業者との

調整状況

なし 処理済み

参考事項

(日本産業規格 A列4番)

又
の

数
は
器
数

台
容

~
定
月

処

台



(第2面)

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号 廃棄物の種類

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物(④の場合を除く。)

番号

定格
容量

廃棄物の種類

製造者鬼

④前午度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等

定格
容量

番号

型式

廃棄物の型式等

廃棄物の種類

製造者名

製造年月

コンブンリ、^
(3kg以上)

型式

表示記号
等

定格

容量

製造午
月

廃棄物の型式等

30

表示記号
等

製造者名

台数又は
容器の数

KVA
松下電
器産業

量

台数又は
容器の数

型式

量

総重量
(1台当たη

重量X台数)

製造午

月

総重量
(1台当たり

重量X台数)

MH-A

濃度
区分

表示記号

等

S幅,3

濃度
区分

保管開始
年月日

台数又は
容器の数

保管終了
年月日

量

総重量
a台当たり

重量X台数〕

1

保管終了
理由

保管開始
理由

濃度
区分

30 0

自ら処分した場合

詑

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

低濃
度

参考事項

処分後の廃棄物の
種類及ぴ処分先

処分委託

年村日

処分を委託した場合

R6.5.1

参考事項

処分受託者の
名称

群桐エヨロ(株)

処分

年月日

参考事項

R6.フ.3

処
月

台



2 ポリ塩化ビプエニノレ使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

ポリ塩化甘フェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏瑠

所在の場所

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度ポリ塩化ビブエニル使用電気工作物を除く。)

番号 製品の種類

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。)

番号

定格
容量

(第3面)

製品の種類

製造者名

製品の型式等

型式

定格
容量

製造年月

製造老名

製品の型式等

表示記号

等

型式

廃棄予定
年月

廃棄の見込み

製造年月

電話番号

表示記号

等

処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数

量

台数又は
容器の数

総重量
(1古当たり

重量X台数)

量

総重量
(1台当た"

重量X台数)

所有開始
年阿日

濃度
区分

所有開始
場所

参考事項

所有開始
理由

参考事項



(第4 面)

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有するこどとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

番号 製品の種類

備考

定格
容量

1,との届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出するとと。
2,届出者や事業揚に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。
3.「保管事業場の名称」及び 1保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェ=ル廃棄物の保管の揚所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。
4.「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前午度の元号数一」を加えた整理番号(平成28年度の保管状況を届け出る場合の伊上 28-001)を付すこと。なお、前回ま

での届出において既に当該事業場における番号が付されているものに0いては、引き続きその番号を記入すること。

5,「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
6.「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器(トランス)等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名」、「型式」、「製造年月」及び「表示記号

等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入するとと(価上不燃性油)。
フ.「処分予定年月」の欄には、高波度ポリ塩化ビフ=ニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフ=ニル

廃棄物については記入しなくて構わない。

8,「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器にっいては台数(個数)左、その他のものにっいては保管Lている容器の
数(缶数等)を、それぞれ単位主ともに記入するこ主。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管Lている場合であって台数(個数)を把握する
ことができないときは、保管している容器の数(缶数等)を単位とともに記入するごと。

9.「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用tる電気機器にっいては、 1台当たりの重量に台数(個数)を掛けた重量を記載するとと。その他
のものにっいては、客賠込みでの重量を記載すること。

10.「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」上は高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフ=ニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合] 1.

には、保管しているポリ塩化ビフ工戸ル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付するどと。

「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること12

細4:「ドラム缶」、「なし」)。

「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの右無及び保管に係る掲示板の有無を記入tる13

こと。

「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の呂11」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。14.

15,「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりごぽれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

製造者名

製品の型式等

型式 製造年月
表示記号

等
台数又は
容器の数

量

総重量
(1台当た"

重量X台煮)

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参老事項
所有終了
年羽日

所有終了
理由



「処分業者との羽整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ボリ塩化ビプエニル使用製品に係る処分業者主の委託契約の締結状況等を記入tる1 6,

こ主。低濃度ポリ塩化ビフェニノレ廃棄物については記載しなくて構わない。
「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入tること(伊上「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、炉促濃度△叫ノkgj、17

「今後分析予定」)。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品にっいて、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特正して記載する
どと。

「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及ぴ「承継」のいずれかを記入すること。
「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフ工戸ル廃棄物の処分が終了した日を記入するごと。
「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。)」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品にっいては、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号Xは第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ23

フェニノレ使用製品をいう。
24.この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25'「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビブエニノレ使用製品にっいては

記載しなくて構わない。
26.この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分にっいての産業廃棄物管理票の写し(廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を

受けた産業廃棄物管理票の写Lをいう。以下伺じ。)寺複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付tること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写Lの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けてぃないため添付すべき書類を添付すると上ができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあ0た日又はその通知のあ0た日から10日以内に提出す
ること。

27.その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が遭、要と認める書類を添付するとと。
28.都道府県知事が定める部数を提出すること。

(第5面)
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交付年月B

氏名又は名称

住所〒":!セ・、"!1
符川噂+:堰市6岐町

年

ヨ

月

1種類{普通の産樂廃棄物}イ種類、.特別管理産業廃棄物}.数豊(及び単位)'荷姿
1引M燃えがら【11200企属くず、劾田引火性廃池!、7424懲えから石害 i・",

、L'促如汚泥、.】3N IJ_:匡遜T _却10ぢ波牲哩涌'1宥害,1 '7425廃油(右害)___11^^、よ 1
'_珊卯廃油「、、MCC鉱さい 1 ア00強酸!、フ"6汚泥{有害}産業廃棄物の名称
一ι」ーーー J-^^ー^ー^一◆一ーーーーーーーーー[「「「^ーーー「一一「、^゛一『一『「「「一^^ー^.、ー^^ーー^^ー^ー.ー..._J.ー__"_^L_直一__^_t

1'_山M廃酸 11500がれき顯一-1 7Π0強酸(有害)阿27廃酸{有害}'偲轟庶"f腔.事怜
ーーー.ーーーー^ー^^^^^ーー+ーー、ーーーーーーーー「一,ーー-1-ー、ー、ー、.ー、、ー.ー"ーーーー

伍卯廃アルカリ 15W家憲の小ん尿'ηC0強アルカリフ428庚アルカノ高雪有害物質等処分方法
帖卯廃ブラステ、ク頓 1,00家畜の死体-7210 強アルカj有雪 74誇、:、、しん.有害;,' 1・●夕1゛

・.' 7406514582S゜日

産業廃棄物管理票(事業系マニフェスト) E票

1掌椴々1'会;上

電話番号

,沸"鴇地

7

1置搬1
1共7年那

mo0 紙くす

0900 木くす

鴨卯繊維くず

叩伽登植物性娃き

n山コムくず

゛!七/ tlL,

.

4

「一「一「〒一^ー,

、.●哩 Ji
^▲ナ1'

最

管理票交付者処分委託者の氏名又は名称及び管理栗の交付蕃号登録番号)
帳溝記載のとおり ^^^

^^^^

」^.^.^"

'^七おり'、

0

名秋/所在地/電話番号

〆委託契駒害記載のとおし、1

当機記載のとおり

,800 はU じん

抑舵露号廐乗物

舶卯ずケエぎ.・"工妄"

氏名又は名1尓 1見.或'き IT 工戈.,.,!

^言舌^号' U・1h ゞ゛々才や:!住所〒垪'"リH,H

沖亦刈半畔.*ホト依如1{知0 1

1最甚処分処分

1 終7年舶,才014年'フ" 2日1 終了年月a pC14年リ月3日

'名称 4.翫1 ,キ

所在地〒

・尋川県御_ポキ*盲i'ン

.1'J,,J 上.!.'1. U{」

6

1

乃部玉染性廃毫物

弓元 PCB等

司a 廃石綿諄

M訟指足下水汚陀

Mお鉱さい。有害.'

,ノ

氏名又は名称群幅丁,吋1生げ-1汗1

住,斤〒'1?イ,,{P!,1 電ミ舌番ぢり'.7f.1,!, n5イ"',

群靴皐ネ,H1ホ新印1悌1600謂?1

5

電話番号

氏名

運搬の受託

'4

4 5

凱月

且

受託者の氏名又.;名北松才、'分礼、Y
{運櫛担当者の氏名

処分の受託

、

2

i、

1有優物袷集量
1

(直行用)

7430 地号浜聖わ盲害

フ"0 廃水銀等

電話番号

受託者●氏名又'宅称航¥楢・,

1処分担当者の氏名

最甚処分を

行?ナ滞所

.

5

募

名称/所在地ノ電話番号

a

.

1

備考・通信欄

水銀使用製品産業廃棄物

水銀含有ばいじん等

石綿含有産業廃烹物

特定産糞廃烹物

数量(及び単位)J

.Ⅱ;使●撫汁

..

^
、

宅称繊樹1 「レ姓.t ご汁

所存地〒.げU り゛'

鰻,将僻大.:11,『1.騨1!""

発行元':憾フラスワンコミュニケーションズ

UO0"1"1

1名称

所を地〒

、

」

暖領膚)

川脚Ⅲ川訓

電話番号

惟lf,11ξ!井シ ゛

.

浸誘哩)

づ
一
一

■
●

三

.
゛

,
゛

,
一
一

{
排
出
事
業
墨

事
業
場

゛
ド

一
一
一

一
一
一

L
、

,
.

趣
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事
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墨

連
搬
先
の
事
覆
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出
者
)
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業
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又
は
保
管
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替
え
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合
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ー

運
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者
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分
受
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業
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棄
物
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年
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令和 6 年 6 月 30 日

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
囲い等
の有無

分別・
混在の別

漏れ等の
おそれ

1 KVA 松下電器産業 MH-A S48.3 - 2024.6 1 台 30.0 kg 低濃度
囲い無、
掲示有

分別 なし

（第１面）

保管の場所

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

番号

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等

処分予定
年月

保管事業場の所在地

0767-62-2312

金沢市長

保管事業場の名称

マホー工業株式会社

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

参考事項

マホー工業株式会社　幸町ビル

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

石川県七尾市石崎町ヨ部10番

30

廃棄物の種類

電話番号

量

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

保管の状況

容器の
性状

代表取締役　　五十嵐　亮

殿

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

届出者   

の規定に基づき、令和

定格
容量

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

5 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

処理業者との
調整状況

コンデンサー
（3kg以上）

代表取締役　　五十嵐　亮

住　所

氏　名

電話番号

濃度
区分

石川県金沢市幸町3-36

6F 機械室

0767-62-2312

搬出調整中
プラス

チック容
器



（日本産業規格　Ａ列４番）



型式 製造年月

型式 製造年月
処分委託
年月日

処分受託者の
名称

（第２面）

番号

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

濃度
区分

保管開始
理由

参考事項
保管開始
年月日定格

容量

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

番号 廃棄物の種類 参考事項

保管終了
年月日

参考事項

量

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分を委託した場合

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

型式 製造年月製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

廃棄物の種類

量

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分
年月日

自ら処分した場合

廃棄物の型式等

製造者名
定格
容量

定格
容量

処分
年月日

表示記号
等

量

濃度
区分

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

量

ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

所在の場所

台数又は
容器の数

製品の型式等

電話番号

番号

廃棄の見込み

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

参考事項定格
容量

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

定格
容量

製品の型式等

製品の種類

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

量
所有開始
理由

所有開始
場所

所有開始
年月日

参考事項



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

備考

    廃棄物については記入しなくて構わない。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    こと。

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の種類

製品の型式等
所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項番号

量

定格
容量

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。



１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

（第５面）



年 6 月 21 日

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
囲い等
の有無

分別・
混在の別

漏れ等の
おそれ

住　所

氏　名

電話番号

濃度
区分

金沢市長土塀1-16-15

076-232-0449

該当なし

処理業者との
調整状況

廃棄物の種類

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

保管の状況

容器の
性状

株式会社　丸昌

殿

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

届出者   

の規定に基づき、令和

定格
容量

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

電話番号

量

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

（第１面）

保管の場所

令和6

5 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

石川県金沢市長土塀1—16-15

総務部　高口　聡

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

番号

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等

処分予定
年月

保管事業場の所在地

076-232-0449

金沢市長

保管事業場の名称

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

参考事項

丸昌第一ビル

代表取締役社長　村田　祐介



（日本産業規格　Ａ列４番）



型式 製造年月

該当なし

型式 製造年月
処分委託
年月日

処分受託者の
名称

該当なし

廃棄物の型式等

製造者名
定格
容量

定格
容量

処分
年月日

表示記号
等

量

濃度
区分

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分
年月日

自ら処分した場合

廃棄物の型式等

表示記号
等

製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

廃棄物の種類

量

該当なし

型式 製造年月製造者名

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

番号 廃棄物の種類 参考事項

保管終了
年月日

参考事項

量

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分を委託した場合

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

（第２面）

番号

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

濃度
区分

保管開始
理由

参考事項
保管開始
年月日定格

容量



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

20-1 20 KVA 松下
TBR7478090
F式NH-A

S48.5
ZB-

66203R-7
台 kg 不明

使用中のため濃
度区分測定不能

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

製品の型式等

未定

製品の種類

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

量
所有開始
理由

所有開始
場所

所有開始
年月日

参考事項

該当なし

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

定格
容量

台数又は
容器の数

コンデンサー（3kg以
上）

製品の型式等

電話番号

番号

廃棄の見込み

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

参考事項定格
容量

21.01

量

総務部　高口　聡
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名

（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

丸昌第一ビル

金沢市長土塀1-16-15

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

076-232-0449

所在の場所



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

該当なし

備考

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の種類

製品の型式等
所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項番号

量

定格
容量

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    こと。

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

    廃棄物については記入しなくて構わない。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。



１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

（第５面）



様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）
（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 年 月 日

金沢市長 殿

届出者

住所石川県金沢市問屋町2丁目20番
氏名株式会社丸菱

代表取締役社長米浜謙二
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号076-237-8811

(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）
況等を届け出ます。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項
の規定に基づき、令和 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状

1． ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

株式会社丸菱

石川県金沢市問屋町2丁目20番

保管事業場の名称

保管事業場の所在地

｜ 電話番号 ’電話番号’ 076－237－8811特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 マネージャー米浜孝志

’石川県金沢市問屋町2丁目20番保管の場所

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフエニル廃棄物

保管の状況量廃棄物の型式等

処分業者との

調整状況

濃度

区分

処分予定

年月
台数又は識重量

容器の数灘蒻I
参考事項容器の囲い等 分別. 漏れ等の

性状の有無 混在の別おそれ
廃棄物の種類 定格

容量製造者名型式製造年月表示記号等
番号

(日本工業規格八列4番）



(第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物

舷廃棄物の型式等

~保管開始

理由

保管開始

年月日

濃度

区分
総重堂
(1台当たり重
量x台数）

参考事項
’台数又は

容器の数
廃棄物の種類

襄鬘 ｜製造都！ 型式 ｜製造年月 :訴記器
番号

険査により含有

が判明したため

7月9日

12mg/k9
令和5年7月91｣低濃度38東芝 ;BRTR-A6JR:1974年6月I 1高圧コンデンサ 7506-001

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

J移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

量廃棄物の型式等

麗1雛秘'型式I製造年月|流需
保管終了

理由

保管終了

年月日

濃度

区分|番号 参考事項
廃棄物の種類

●

■

■

●

、

■

●

■

■

凸

●

■

■

■

凸

ａ

ｑ

ｐ

■

■

■

■

◆

＆

■

甲

■

ｐ

■

■

Ｐ

。

■

■

■

■

■

■

叩

■

■

■

■

■

叩

■

ｑ

■

■

ｑ

■

ｇ

ｑ

■

。

▽

■

い

■

■

。

■

■

■

ろ

？

■

●

守

口

Ｃ

Ｇ

宇

星

■

■

色

■

■

●

■

■

●

■

■

●

旬

■

■

旬

■

ｑ

胃

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物
処分を委託した場合自ら処分した場合量

一

i J

－岡総

廃棄物の型式等
濃度

区分
処分委詑
年月日 I

重量
（1台当たり

諭量x台数）

参考事項
■

■

■

Ｂ

■

■

■

■

■

■

■

■

■

叩

■

？

■

■

■

４

■

■

凸

■

■

己

等

守

凸

＆

■

■

処分受託者の
名称

処分
年月日

処分後の廃棄物の

種類及び処分先

台数又は

容器の数

処分
年月日

廃棄物の種類 定格

容量

番号
製造者名：型式：製造年月譲示記号等

ｑ

■

９

９

２

■

■

■

■

旧

■

■

５

８

５

■

い

■

■
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■

日

日

。

■
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■

ｑ

岨

■
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■
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■
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■
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五
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■

■

■

■

■

■

？

■

■

ｑ
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■

勺

ロ

ａ

Ｕ
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且

■

■

■

■

叩

■
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■

■
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■

Ｑ

ｌ

ｇ

９

■
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●

■
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■

。

■
■
■
■
■
。
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毎
凸
寸
毎
邑
ｅ
Ｂ
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~



(第3面）

2．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

|電話番号’電話番号’ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理
責任者の職名及び氏名

’所在の場所

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

量廃棄の見込み製品の型式等

| 番: ’番号 ’

濃度

区分
I

|製造者名！
参考事項廃棄予定｜

年月 ；
処分業者との

調整状況
製品の種類 定格

容量
製造年月i表示記号等型式

凸

巳

▽

■

■

年

凸

Ｇ

■

凸

古

甲

凸

■

宇

土

●

争

凸

■

甲

上

｜
■
』
■
■
Ｉ
■
』
■
■
■
■
■
Ｄ
■
■
■
■
■
１
■
■
９
８
８
８
１
９
１
９
●
ら
。

■

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

星製品の型式等

所有開始

理由

所有開始

場所

所有開始

年月日
総重量
(1台当たり重

量x台数）

参考事項台数又は

容器の数
製品の種類 定格 ｜

容量 ’
番号

製造年月i表示記号等製造者名I 型式
■

■

■

■

■

■

■

』

■

日

■

■

■

■

凸

■

毎

■

■

毎

●

？

■

■

？

■

■

ロ

■

■

■
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■

▽

早

■

９

８

■
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■
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Ｉ
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■

■

ｑ

■

ｑ

■

ｑ

ｄ

ｑ

岨

ｑ

ｑ

ｑ

ｄ

■



(第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

量

台数又は総重量
容器の数 （1台当たり重量x台数）

製品の型式等

蕊1継都; 型式製造年月法示記鶚
移動先の所在の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地

所有終了

年月日

所有終了

理由
参考事項

製品の種類番号

▽

■

■

■

■

Ｉ

■

■

■

９

■

日

日

■

。

■

■

■

９

■

ｑ

Ｉ

９

Ｉ

Ⅲ

Ⅳ

I

1． この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフエニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。
3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の棚には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。
4． 「番号」の柵には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例： 28－001）を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の柵には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の柵には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること （例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の棚には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の棚のうち、 「台数又は容器の数」の棚には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の柵のうち、 「総重量」の棚には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10~ 「濃度区分」の柵には、 「高濃度」 、 「低機度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11 ~ 「保管の状況」 として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の欄のうち、 「容器の性状」の棚には、ポリ塩化ビフエニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の柵のうち、 「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14． 「保管の状況」の柵のうち、 「分別・混在の別」の棚には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の棚のうち、 「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考



（第5面）
16． 「処分業者との調整状況」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて柵わない。

17． 「参考事項」の棚には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること （例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△Ing/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の棚には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20． 「処分年月日」の柵には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21~ 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22~ 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフエニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフエニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ピフェニル使用
製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフエニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25． 「廃棄予定年月」の棚には、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については
記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ピフエニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28．都道府県知事が定める部数を提出すること。
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御依頼を受けました試験の結果は、下記の通りであることを報告いたします。

記

受取年月日

試 料 名

試験の対象

試験の方法

2024年7月2日

絶縁油

PCB

絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル（第3版) 2. 1.2

加熱多層ｼﾘｶｹﾞﾙｶﾗﾑ/ｱﾙﾐﾅｶﾗﾑ/ｷｬﾋﾟﾗﾘｰｶﾞｽｸﾛﾏ|､ｸﾞﾗﾌ/電子捕独型検出器法

~
~
~
~
~
~
~

~

｜ ゞ験の結※ ’試験の結果
分析法検出下限値(MDL)

0. 15nlg/k9
1.2mg/k9

－■－ . ■

｜ 採取場所 株式会社丸菱

北陸電気保安協会杉沢

2024年6月30日 16:00

採取者

採取日時

高圧進相コンデンサ名 称

（廃棄物の種類）

－ －
－

機器重量

油 量

38kg
－

－

東京芝浦電気

1974年6月

BRTR-A6JR

74507146

製造者名

製造年月

型 式

製造番号

｜

’

１
１
■
Ｉ

消防法で定める
危険物の品名

~

その他

定格容量: 75kVA

電圧: 6.6kV



様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ピフエニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出善（保管事業者及び所有事業者用）

年 月 日
余沢市長 殿

届出者

住所石川県金沢市問屋町3丁目32番地
株式会社牧野太郎商店

氏名代表取締役大西宏明
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号076-239-1755

(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条に
の規定に基づき、令和 6年度のボリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ボリ塩化ビフェニル廃棄物について

’ 保管事業場の名称
保管事業場の所在地

’ | 電話番号’電話番号特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

’保管の場所

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ピフエニル廃棄物

’ 量廃棄物の型式等 ’保管の状況
処分予

定

年月

1

製造年月表零号
署苛干

台数又
は

容器の

数

濃度
区分

処理業者との
調整状況

番号 廃棄物の種類 分別・

混在の

別

漏れ等
の

おそれ

総重量
（1台当たり

亜吐:型:台敬）

参考事項容器の

性状
等
無

い
有

囲
の

■"雪辱［該当なし ’
’

l
l

l ’
(日本産業規格A列4番）



（第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量

濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由

廃棄物の種類番号 総重量
（1台当たり
ilt賊×台数）

参考事項定格
容量 製造者名 型式 製造年月 ｜表零号

台数又は
容器の数

該当なし

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ピフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等
昼
畢

濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地’番号 廃棄物の種類 総重量

（1台当たり
亜賦×台数）

蕊製造者名型式製造年'表示記号月 等

参考事項台数又は
容器の数

該当なし

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量 自ら処分した場合 処分を委託した場合
濃度
区分

番号 廃棄物の種類 総重量
（ 1台当たり

砿趾×台数）

参考事項
鑿製造脅名型式製脊年壼示記号等 処分

年月日

台数又は
容器の数

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分委託

年月日
処分受託者の
名称

処分
年月日

該当なし



(第3面）

2．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称 株式会社牧野太郎商店タイヤハウスまきの

石川県金沢市問屋町3丁目32番地所在事業場の所在地

|竃話番号電話番号
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名
代表取締役大西宏明 076-239-1755

｜

’
所在の場所 事業場の所在地と同じ

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み
１
１１

１
１

濃度
区分

’
’

製品の砿類番号 総重量
（1台ﾘｲたり
iK最×台数）

参考事項定格

容最
廃棄予定
年月

型式 製造年月表示記号
等

処分業者との
調整状況

台数又は

容器の数
製造者名

使用中
Rll l

変圧器（トランス） 30 KVA三菱電機 SF1-001 1982 その他 1 台146.0 kg 低濃度

’
使用中
R1. 11

変圧器（トランス）
IKVA三菱電機 RA-T1-002 100 その他1982 1 台365.0 kg 低濃度

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量

所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由

Ｊ
１
１
口
０
１
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■

番号 製品の種類 総重量
（1台当たり
Ⅲ最×台数）

定格
容量

参考事項台数又は
容器の数

表示記号
等

製造者名 型式 製造年月

該当なし



（第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品

製品の型式等
揖
鯉

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地’

参考事項製品の種類 総重量
（ 1台当たり
欣賦×台敬）

番号

蕊製造者名 型式製造年月表零号
台数又は
容器の数

該当なし

1． この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフエニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。

2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3~ 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の棚には、ボリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4~ 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例： 28－001）を付すこと。なお、前回ま

での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の柵には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記栽されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号

等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の欄のうち、 「総重量」の棚には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の欄には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

度ボリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

のボリ塩化ピフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の棚のうち、 「容器の性状」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の柵のうち、 「囲い等の有無」の棚には、ボリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

こと。

14． 「保管の状況」の柵のうち、 「分別・混在の別」の柵には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

15． 「保管の状況」の棚のうち、 「漏れ等のおそれ」の柵には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考



(第5面）

16． 「処分業者との調整状況」の棚には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記戦しなくて構わない。

17~ 「参考事項」の柵には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△Ing/kg」 、

「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記戦する

こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の柵には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

19~ 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の柵には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

20． 「処分年月日」の棚には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の棚には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

製品以外のポリ塩化ピフエニル使用製品については、ポリ塩化ビフエニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ

き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

25． 「廃棄予定年月」の柵には、高濃度ポリ塩化ビブエニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ビフエニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を

受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下

の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知

を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す

ること。

27~その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

28~都道府県知事が定める部数を提出すること。



令和 6 年 5 月 7 日

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
囲い等
の有無

分別・
混在の別

漏れ等の
おそれ

石川県金沢市広岡２丁目１番２７号

電話番号特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

住　所

氏　名

電話番号

廃棄物の種類

量

濃度
区分

6 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

処理業者との
調整状況

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

保管の状況

容器の
性状

　取締役社長　　松村　俊一

殿

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

届出者   

の規定に基づき、令和

定格
容量

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

（第１面）

保管の場所

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

番号

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等

処分予定
年月

保管事業場の所在地

０７６－２２１－６１２１

金沢市長　　村山　卓

保管事業場の名称

松村物産株式会社

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

参考事項



（日本産業規格　Ａ列４番）



型式 製造年月

型式 製造年月
処分委託
年月日

処分受託者の
名称

廃棄物の型式等

製造者名
定格
容量

定格
容量

処分
年月日

表示記号
等

量

濃度
区分

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分
年月日

自ら処分した場合

廃棄物の型式等

表示記号
等

製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

廃棄物の種類

量

型式 製造年月製造者名

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

番号 廃棄物の種類 参考事項

保管終了
年月日

参考事項

量

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分を委託した場合

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

（第２面）

番号

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

濃度
区分

保管開始
理由

参考事項
保管開始
年月日定格

容量



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

1 40 KVA
北陸電機
製造㈱

FHB-30 昭和63年 不明 台 kg 低濃度

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

製品の型式等

製品の種類

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

量
所有開始
理由

所有開始
場所

所有開始
年月日

参考事項台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

定格
容量

台数又は
容器の数

変圧器（トランス）

製品の型式等

電話番号

番号

廃棄の見込み

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

参考事項定格
容量

188.01

　所在事業場の所在地と同じ

量

　管理部ゼネラルマネージャー　　宮井　利之
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名

（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

　松村物産株式会社

　石川県金沢市広岡２丁目１番２７号

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

　０７６－２２１－６１２１

所在の場所



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

備考

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の種類

製品の型式等
所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項番号

量

定格
容量

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    こと。

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

    廃棄物については記入しなくて構わない。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。



１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

（第５面）



令和 6 年 5 月 11 日

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
囲い等
の有無

分別・
混在の別

漏れ等の
おそれ

KVA
三菱電機

㈱
SFI 1964 1 台 202.0 kg 低濃度

囲い無、
掲示有

分別 なし

（第１面）

保管の場所

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

番号

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等

処分予定
年月

保管事業場の所在地

076-267-3212

金沢市長

保管事業場の名称

代表取締役社長

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

参考事項

松本機械工業株式会社　（第1、第2、第3工場）

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

石川県金沢市示野町ニ－８０番地

30

廃棄物の種類

電話番号

量

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

保管の状況

容器の
性状

松本　要

殿

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

届出者   

の規定に基づき、令和

定格
容量

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

処理業者との
調整状況

変圧器（トラン
ス）

専務取締役　松本 晶久

住　所

氏　名

電話番号

濃度
区分

石川県金沢市示野町ニ－８０番地

電気室

076-267-3212

なし



KVA
日本コン
デンサ工

業㈱

SBF66100R
N

1980 1 台 37.0 kg 低濃度
囲い無、
掲示有

分別 なし

A
戸上電機
製作所

T6-K-S1 1961 1 台 70.0 kg 低濃度
囲い無、
掲示有

分別 なし

コンデンサー
（3kg以上）

100

（日本産業規格　Ａ列４番）

100 なし
その他電気機械

器具

なし



型式 製造年月

型式 製造年月
処分委託
年月日

処分受託者の
名称

（第２面）

番号

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

濃度
区分

保管開始
理由

参考事項
保管開始
年月日定格

容量

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

番号 廃棄物の種類 参考事項

保管終了
年月日

参考事項

量

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分を委託した場合

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

型式 製造年月製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

廃棄物の種類

量

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分
年月日

自ら処分した場合

廃棄物の型式等

製造者名
定格
容量

定格
容量

処分
年月日

表示記号
等

量

濃度
区分

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

100 KVA 富士電機 FH-81S6-10 1981 台 kg 低濃度
PCB濃度26～
27mg/kg

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

電気室

量

専務取締役　松本　晶久
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名

（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

松本機械工業株式会社　（第1、第2、第3工場）

石川県金沢市示野町ニ－８０番地

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

076-267-3212

所在の場所

台数又は
容器の数

変圧器（トランス）

製品の型式等

電話番号

番号

廃棄の見込み

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

参考事項定格
容量

1,020.03

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

定格
容量

製品の型式等

製品の種類

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

量
所有開始
理由

所有開始
場所

所有開始
年月日

参考事項



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

備考

    廃棄物については記入しなくて構わない。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    こと。

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の種類

製品の型式等
所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項番号

量

定格
容量

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。



１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

（第５面）















様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第1面）

~ ポリ塩化ピフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用） ~ ~ ~ ､

令和6年5月21日
石川県知事 殿石川県知事

、 F~

金沢市長

届出者

~住~所石川県金沢市近岡町410番地

氏~名株式会社みやの動物病院代表取締役宮野浩一郎
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号076ざ238-1321

1

輪

ポリ塩化ピフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項 (法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）

の規定に基づき、令和 6年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

１

１

霜

Ｉ ’

~
~I

保管事業場の名称

保管事業場の所在地

’ ’特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

保管の場所

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

｜ 量 －’ 廃棄物の型式等 保管の状況

処分予
定

年月

台数又
は｣

容器の

．数

濃度

区分

処理業者との

調整状況
分別・

混在の

別

漏れ等
の

おそれ

参考事項番号 廃棄物の種類 総重邑
（1台当たり

重丘×台数）

定格

容愚

容器の

性状製造者名 型式製造年月表零号
囲い等

の有無

１
１

■
■

■
■

１
１

１
１

’1 1
■■

I
’ 而 ’

(日本工業規格A列4番）



（第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

’国廃棄物蠅類

該当なし

廃棄物の種類

該当なし

I廃棄物の型式等 量
保管開始
理由

保管開始
年月日１

１
｜
’

｜
’

口
参考事項総重量

（1台当たり

、丘×台数）

台数又は

容器の数
定格

容量

表示記号

等
製造者名 型式 製造年月

’
③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったボリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等
移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地’I

’
1
J

総重愚
（1台当たり

血吐×台数）

番号 廃棄物の種類 定格
容量

製造年
月

台数又は

容器の数
表示記号

十 F

等
製造者名 型式

■｜ ’
④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

函
■
■
■

| 閏
｜｜■
| l1－
|J 1

’
’
口
~

自ら処分した場合 ’ 処分を委託した場合

~
~

■

・

■
図
■
■
■

廃棄物の種類

廃棄物の型式等

口

~

~
~
~

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

I

j 璽式皿製育引
’1 1
1 ~ ■ ~ ~ ~l l
1 l l

J型式~
製造年
月

ロⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡＩⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ

~

＋

’
’

処分

年月日
処分

年月日
処分受託者の

名称

定格

容量

処分委託

年月日

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

袈示記号
等

製造者名

~ ~ ~ ~ ~ ~ ’’
Ⅱ
１

ｑＩ

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｑ

’’’ ！
」

~

~L -



(第3面）

2．ポリ塩化ピフェニル使用製品について
ー

株式会社みやの動物病院

石川県金沢市近岡町410番地

ａ

◆一●~ ･一･ FG－ 一一一一ゅ今一一一一 一一

■

所在事業場の名称

所在事業場の所在地
－

９

夢

●

Ｉ

‐

や

|電話番号’電話番号
ポリ塩化ピフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名 ~

~

代表取締役宮野浩一郎 076-238-1321

’所在の場所 事業場の所在地と同じ

①前年度の3月31日に使用していたボリ塩化ピフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み 量
濃度
区分

ロ

番号 製品の種類 総重量
（1台当たり

亜髄×台数）

参考事項
Ⅱ ロ

定格
容量

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況 一

台数又は
容器の数

表示記号
等

製造者名｜ 型式 製造年月
｜ ’ 1

変圧器(トランス） 未定30KVA I愛知電機 不明 | 1989年 1台 165kg 低濃度30－001 2.5ngi<9

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量
ロ

所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由

番号 製品の種類 総重量
（1台当たり

亜埜×台数）

参考事項定格
容量

台数又は
容器の数

表示記号
等

製造者名 型式 製造年月
1 1

■

｜ ｜ I
｜ ’ ’該当なし

■

１１１１



（第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

量製品の型式等
所有終了
理由

所有終了
年月日

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項総重量
（1台当たり

重麓×台数）

製品の種類番号
蕊製造者名 型式 |製造年月|表零号

台数又は
容器の数

該当なし

~

この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
甲ザ

備考 １

２

３

届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及
「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例：28－001）を付すこと。なお、前回
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。
「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

び

ま4

5. 1廃棄物の種類」及びI製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具俸的に記入すること。

6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている~｢定格容量」 、 ［製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること （例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の柵のうち、 「台数又は容器の数」の柵には、ポリ塩化ビフェニルを使用款る電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の柵のうち、 「総重量」の柵には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重麓を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

'0~ 「濃度区分｣の柵には、 「高濃度｣ 、 「低濃度｣又は｢不明｣のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ﾋﾌｪﾆﾙ廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ピフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ピフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」 として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の柵のうち、 「容器の性状」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の棚のうち、 「囲い等の有無」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14． 「保管の状況」の棚のうち、 「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の柵のうち、 「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。



伊

(第5面）

16． 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

こと。低濃度ポリ塩化ピフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。
17． 「参考事項」の柵には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kg」 、

「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18~ 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

19~ 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

20． 「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

21~ 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用

製品以外のポリ塩化ビフエニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25． 「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ビフエニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を

受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた
めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下

の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す

ること。

27~ その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28~都道府県知事が定める部数を提出すること。



令和 6 年 6 月 18 日

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等
囲い等
の有無

分別・
混在の別

漏れ等の
おそれ

3-001 KVA
東京芝浦
電気(株)

PS6-K6 1979年
令和6年

6月
1 台 225.0 kg 低濃度

囲い無、
掲示有

分別 なし

（第１面）

保管の場所

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

番号

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等

処分予定
年月

保管事業場の所在地

076-257-3510

金沢市長

保管事業場の名称

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

参考事項

　モモサカプラザ株式会社

石川県金沢市百坂町ニの25番地

50 屋内で保管

廃棄物の種類

電話番号

量

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

保管の状況

容器の
性状

モモサカプラザ株式会社　　代表取締役　髙田　吉也

殿

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

届出者   

の規定に基づき、令和

定格
容量

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

6 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

処理業者との
調整状況

変圧器（トラン
ス）

　代表取締役　髙田　吉也

住　所

氏　名

電話番号

濃度
区分

　石川県金沢市百坂町ニの25番地

　事業場の所在地と同じ

　076-257-3510

なし



3-002 KVA
日本コン
デンサ工
業(株)

NEF-
N66100R

S53.12
令和6年

6月
1 台 41.0 kg 低濃度

囲い無、
掲示有

分別 なし

3-003 KVA
日本コン
デンサ工
業（株）

NEF-
N66100R

S53.12
令和6年

6月
1 台 41.0 kg 低濃度

囲い無、
掲示有

分別 なし

コンデンサー
（3kg以上）

100

（日本産業規格　Ａ列４番）

100 なし
コンデンサー
（3kg以上）

なし 屋内で保管

屋内で保管



型式 製造年月

型式 製造年月
処分委託
年月日

処分受託者の
名称

（第２面）

番号

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

濃度
区分

保管開始
理由

参考事項
保管開始
年月日定格

容量

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

番号 廃棄物の種類 参考事項

保管終了
年月日

参考事項

量

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分を委託した場合

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

型式 製造年月製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

廃棄物の種類

量

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

処分
年月日

自ら処分した場合

廃棄物の型式等

製造者名
定格
容量

定格
容量

処分
年月日

表示記号
等

量

濃度
区分

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

　事業場の所在地と同じ

量

　代表取締役　髙田　吉也
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名

（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

　モモサカプラザ株式会社

　石川県金沢市百坂町ニの25番地

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

　076-257-3510

所在の場所

台数又は
容器の数

製品の型式等

電話番号

番号

廃棄の見込み

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

総重量
（１台当たり
重量×台数）

濃度
区分

参考事項定格
容量

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

定格
容量

製品の型式等

製品の種類

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

量
所有開始
理由

所有開始
場所

所有開始
年月日

参考事項



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

備考

    廃棄物については記入しなくて構わない。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり
重量×台数）

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

    こと。

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の種類

製品の型式等
所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

参考事項番号

量

定格
容量

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。



１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

（第５面）











様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）
（第1面）

ポリ塩化ピフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）
令和6年 6月‐皇．〉日

金沢市長 村山卓 殿

届出者
住所石川県金沢市北森本町リ30番地

氏名 森本生コンクリート株式会社 代表取締役瀬沢誠二

電話番号076-258-5821

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）
の規定に基づき、令和 6年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

可

｜
’

|函 １
１

業場の名称

保管事業場の所在地

|電話番号’電話番号’特別管理産業廃棄物管蝿責任者の職名及び氏名

’保管の場所

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフエニル廃棄物

’ 保管の状況量廃棄物の型式等

隙|聯鷺
処分予

定

年月l雛…迩J"零ョ
台数又
は

容器の

数

処理業者との

調整状況
濃度

区分
参考事項総重量

（ 1台当たり

亜晶×台数）

容器の

性状
廃棄物の種類番号 表示記号

等
定格

容量

~’
(日本産業規格 ~A列4番）－



（第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフエニル廃棄物

廃棄物の型式等 量

保管開始
理由

濃度
区分

保管開始
年月日鰯墓’|製造者名｜

’

参考事項総重量
( 1台当たり
砿舷×台数）

廃棄物の種類番号 定格
容量

ｲ

１
１
６

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等 量

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

濃度
区分

保管終了
年月日

保管終了
理由"…|型式 製造年

月

参考事項総重量
( 1台当たり
in雌×台数）|表零号

番号 廃棄物の種類 定格
容量

台数又は
容器の数

1

1

1

~~~~~~~

~
~
~
~
~
~
~
~
~

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

処分を委託した場合自ら処分した場合廃棄物の型式等 量

濃度
区分|製遣“' 型式！

参考事項
台数又は|搾譲，
容器の数爪､:×台数）

番号 廃棄物の種類 処分委託処分受託者の
名称年月日 ’

処分

年月日
処分
年月日

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

定格

容量

製浩年表示記号
月 等

6

J

1

1

’
0

ｳ

0

1

1』

I
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(第3面）

2．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

森本生コンクリート株式会社

石川県金沢市北森本町リ30番地

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

|電話番号’電話番号
1

1
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名
076-258-5821代表取締役瀬沢誠二

’ 事業場の所在地と同じ所在の場所

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ピフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

量廃棄の見込み製品の型式等
濃度
区分

i

廃棄予定1
年月等

20 KVAI三菱電機 SF 1974年

参考事項総重量
（】台当たり
砿最×台数）灘灘’

処分業者との
調整状況

製品の種類番号

．

PCB濃度
1.8(Ing/kg)

低濃度台| 152.0 kg
I

1変圧器（トランス）
~~

5-001

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）
１
１
Ｆ

炉
哩製品の型式等

所有開始
理由

所有開始
場所

所有開始
年月日台数又は｜

容器の数’
｜
秘
識

｜

|製造年月表示記号等
参考事項

1

1

1製造者名’
総重量
( 1台当たり
砺肢×台数）

製品の種類番号
型式

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

0

0



（第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品
量製品の型式等

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

所有終了
理由

所有終了
年月日

参考事項’

’

｜
罐
鍛

総重量
（1台当たり
爪肚×台数）

製品の種類
製造肴鍋' 型式 |製造隼月

台数又は
容器の数

表示記号
等

番号

~

Ｌ

１

申

I

備考 1． この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。
3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。
4． 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例: 28-001)を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の柵には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の柵には、変圧器( I､ランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名j、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ボリ塩化ビフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「量」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の柵には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは､､保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の棚のうち、 「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重盆に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の柵には、 「高濃度」 、 l低濃度」又はl.不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高機度」 とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11 . 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の柵のうち、 「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14~ 「保管の状況」の欄のうち、 「分別・混在の別」の柵には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の欄のうち、 「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。



(第5面）

16． 『処分業者との鯛粧状況jの欄にI寅、高濃度ボリ塩化ビフェニル廃粟物及び商濃座ボリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ピフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 『参考蛎項jの欄には、その他保袴の状況等を把握する上で参考となる蛎項を記入すること（例： 『尾内で保管』 、 「絶縁油を披いたものj 、 「PCB濃度△mg/kgj 、
「今後分析予定」 〉 〈なお、保管の場所や所在の場所が襖数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記赦する
こと。

18~ 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継jのいずれかを記入すること．
19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の柵には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20． 「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21 ． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」α欄には、ポリ塩化ビフエニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22． 「①前年度の3jl31pに使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（商濃庇ボリ塩化ビフェニル使用磁気工作物を除く" ) 」の炎は、商濃度ポリ塩化ビブェニル使用
製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品についてに、ボリ塩化ビフェニル廃爽物の保櫛1喋暫が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1唖第5号の規定に基づ
き、記載するものである．

23． 『間濃度ポリ塩化ピフエニル使用電気工作物」とは、趣気蛎業法（昭和39年法伸第170号）第2条第1項第18号に規定する磁気1二作物である渦濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう，

24． この届出書において、 「廃棄」 こは、ポリ塩化ビフエニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25． 『廃乗予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃粟することを予定している年月を記入すること‘低濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品については

記載しなくて構わない。
26． この届出に係るポリ塩化ピフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物補理難の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を
受けた産業廃棄物管理票の写しをいう~以下同じ暑 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること．なお、誼子梢報処理組織を使用するた
めこれらの譜類を添付することができない場合は、当該これらの譜類に代えて、当骸これらの替類に記敬される事項に相当する事項を記録した砲磁的記録をA3判以下
の大きさの用紙に出力したものを添付すること‘ただし、 6月30Hにおいて、産業廃乗物補理粟の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4頂の規定による通知
を受けていないため添付すべき書類を添付するこごができないときは、その産業廃爽物笹理梨の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から1o日以内に提出す
ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28~都道府県知事が定める部数を提出すること。
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絶縁油中PCB濃度が、ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準である0.5mg/kgを炉

超えているのでPCB汚染物に該当します。

’･5000mg/k9以下は低濃度PCB汚染物、 5000mg/kg超過は高濃度PCB汚染物です。
※分析法検出下限値(hmL） ；0.15mg/k9
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